
「議会議員の請負の状況の公表に関する条例」の制定等状況調査結果の概要 

◇ 調査対象 ：令和７年４⽉１⽇現在の 926 町村議会（743 町、183 村）
◇ 対象期間 ：令和６年度

１ 議会議員の請負の状況の公表に関する条例等の制定状況（令和７年４⽉１⽇現在） 
○ 議会議員の請負の状況の公表に関する条例等（以下「条例等」という。）を制定している町村数

は 512 町村(55.3%)であり、未制定の町村は 414 町村(44.7%)である。

○ 条例等を制定している 512 町村のうち、「条例」により制定した町村は 465 町村(50.2%)であり、
その内訳としては全国町村議会議⻑会が参考として⽰した「○○町（村）議会議員の請負の状況
の公表に関する条例（例）」に準拠した条例を制定した町村が 449 町村(48.5%)、「政治倫理条例」
において規定した町村が 16 町村(1.7%)である。

○ 条例等を制定している 512 町村のうち、規程等により制定した町村は 47 町村(5.1%)であり、
その内訳としては「規程」が 36 町村(3.9%)、「要綱」が 8 町村(0.9%)、「申し合わせ」が 2 町村
(0.2%)、その他が１町村(0.1%)となっている。

○ 条例等を未制定の 414 町村のうち、今後制定する予定のある町村は 74 町村(8.0%)であり、そ
の制定時期は「令和７年度」が 25 町村(2.7%)、「令和８年度」が 19 町村(2.1%)、「その他」が 30
町村(3.2%)となっている。「その他」の主なものは、「協議中」や「次期改選までの間」、「未定」な
どである。

なお、制定の予定がない町村については 340 町村(36.7%)となっている。
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２ 議員個⼈の請負状況（令和６年度） 
○ 令和７年４⽉１⽇現在で条例等を制定している 512 町村において、令和６年度の議員個⼈の請

負について報告があったのは 83 町村（16.2%）であり、議員数は 107 名である。
報告がなかった町村は 429 町村（83.8%）となっている。このうち、令和７年４⽉１⽇現在にお

いて条例等を制定しているが、その適⽤を令和７年度からとしている 18 町村も含んでいる。

○ 議員個⼈の請負について報告があった議員を、請負により⽀払われた⾦額別でみると、「１円以
上 10 万円未満」が 48 名（44.9%）と最も多く、次いで「10 万円以上 50 万円未満」が 31 名

（29.0%）、「100 万円以上 200 万円未満」と「200 万円以上 300 万円」が 10 名（9.3%）、「50 万円
以上 100 万円未満」が 8 名（7.5%）の順となっている。

なお、請負内容を分類すると、主なものとしては物品販売、施設修繕、調査・検査業務、講師・
指導員などとなっている。

○ 男⼥別でみると、「男性」は 97 名（90.7%）であり、「⼥性」は 10 名（9.3%）である。

○ 年代別でみると、「60 歳代」が 42 名（39.3%）と最も多く、次いで「70 歳代」が 24 名（22.4%）、
「50 歳代」が 23 名（21.5%）、「40 歳代」が 13 名（12.1%）、「30 歳代」が 3 名（2.8%）、「80 歳以
上」が 2 名（1.9%）の順となっており、「20 歳代」の議員はいない。

○ 当選回数別でみると、「１期⽬」は 29 名（27.1%）であり、「２期⽬以上」は 78 名（72.9%）で
ある。
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1
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2
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1
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0

0
0
(0
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4
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の
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条
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準
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政
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条
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そ
の

他
規

程
要
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